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1．はじめに

　1979年，養護学校教育が義務化された。すでに義務化されていた盲・ろう教育と合わせ，

ようやく心身に障害を持つ児童・生徒に対する教育制度は，すべての障害に対して全員就

学制となった。

　全員就学制の定着と共に，それまで家庭と医療の場における問題とされていた重度・重

複障害児に対する医療や保健上の問題が，教育の場に持ち込まれるようになった。その結

果，学校保健に対し積極的な医療の関与が求められるようになってきた4）。

　特殊学級や盲・ろう・養護学校の児童・生徒の重度・重複化は，学校の教育活動全体に

解決しなければならない諸問題を提示している。そういう状況の中で，養護教諭は児童・

生徒の養護をつかさどる立場から，学校保健活動の中心的役割をにないながら，児童・生

徒がかかえている医療や保健上の諸問題に対応している。

　1991年8月，長崎県下の盲・ろう・養護学校の養護i教諭の協力を得て，心身に障害を持

つ児童・生徒に対して，どのような学校保健活動が実施されているのかを調査した。その

結果をもとに，心身障害児に対する学校保健活動の問題点を指摘し，今後の心身障害児に

対する学校保健活動のあり方について考察する。

且．養護教諭へのアンケート

　アンケートは長崎県下の特殊教育諸学校18校（分校1校を含む）の養護教諭に対し，郵

送で行なった。回収されたアンケートは，盲学校1校（対象校1校，以下同じ），ろう学

校2校（2校），精神薄弱養護学校6校（9校），肢体不自由養護学校2校（4校），病

弱養護学校0校（2校）のll校である。

　アンケート項目は以下の通りである。1．保健室に来る児童・生徒の来室の目的や主訴

はどんなものが多いですか。H．保健室運営にあたって，普通学校と異なる点あるいは留

意しておられる点はどういうところでしょうか。IH．障害（あるいは慢性疾患）を持つ児

童・生徒として，保健指導上留意しておられる点はどういうところでしょうか。W．健康

相談を行なっておられますか。行なっておられましたら，形態や内容等についてきかせて

下さい。V．養護教諭の立場で，児童・生徒に対して行なっておられる健康教育について，
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日常心がけておられることや，もし特別の時間を取っておられましたら，その形態や内

容等についておきかせ下さい。VI．保健室を整備するにあたって，どんな点に留意してお

られますか。孤．教育の場から，医療と連携していく場合の問題点や要望等についておき

かせ下さい。～彊．その他，養護教諭として保健室運営をやっていかれるにあたっての問題

点や気付き等についておきかせ下さい。また，校医や主治医への要望や苦言等忌憧のない

ご意見をおきかせ下さい。

皿、保健室を訪れる児童・生徒の実態

　1．保健室を訪れる児童・生徒

　保健室を訪れる児童・生徒の主訴として多いのは，内科的には頭痛，腹痛，熱感であり，

外科的には擦過傷，切り傷，打撲である3）8圃。これらの訴えは三大主訴ともいうべきも

のである。

　内科的なものとしての頭痛，腹痛，熱感，それに身体のあちこちの痛みなど心身症的な

意味あいの強い愁訴は，一般的に学童期に多いものであるが，そういう症状は通学生より

施設入所児や寄宿舎生に多い。

　外科的なものとしての擦り傷や切り傷，打撲等の外傷は通常一般的なものである。しか

し，心身障害児の場合，外傷の原因として，身体のコントロールがうまくいかない，巧緻

性に欠ける等のため負傷したと思われる場合が多い。例えば，精神遅滞児の場合，調理や

作業学習に使用される包丁，ナタ，カマ等によるものが多く，肢体不自由児の場合，転倒

によるものが多い。

　聴覚障害児の場合，平衡感覚の障害や注意力・集中力不足のため転倒し，受傷したと思

われる擦り傷が多い。また，実習中の事故が多いが，それは聴覚の欠損により，機械の操

作についての教師の説明が十分理解できていなかったり，作動中の機械の音が聞えないた

めと考えられる。木工作業中，回転のこぎりの音が聞えず，指を切断するという事故も報

告されている。

　障害に合併する臨床症状として高率なものはてんかん発作である。てんかん発作の場合

の保健管理や保健指導として，発作に対する救急処置，服薬指導と副作用に対する注意，

予防接種をどうするか，日常の生活指導と学校行事への参加の可否の判断などがある。

　その他，障害の特性と関連すると思われるものがある。例えば，精神遅滞児で湿疹や化

膿性の皮膚疾患が多いが，本人も家族も気付かず不潔になったり，手当をしないままであっ

たりする。重度・重複障害児に自傷行為による引っ掻き傷や打撲による皮下出血等がよく

みられる。あるいは聴覚障害児で時々耳痛を訴えることがあるが，これは常時補聴器を使

用しているため，体育の後など発汗のため皮膚がただれ外耳炎をおこしていることがある

ためである。

　2．救急処置

　日常的に処置を必要とするものに，頭痛，腹痛，発熱などの内科的な症状および外科的

な擦り傷，切り傷，打撲等の外傷がある。

救急処置をする場合，病状の程度の判断が大事であるが，心身に障害を持つ児童・生徒
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の場合，自覚症状や受傷の状況について説明することが困難である。養護教諭は判断を適

確にするために，児童・生徒に受傷状況，つまり，いつ，どこで，身体のどの部分を，ど

うしたのか等を確認する必要がある。しかし，表出言語を持たない精神遅滞の児童・生徒

も多く，受傷状況の判断は困難なことが多い。そのため担任教師との連絡を緊密にし，保

護者への連絡もれがないようにしなければならない。負傷の程度が判断しにくい時には，

早目に専門医に受診させ大事にいたらないようにすることも必要である。

　障害と関連して，救急度の高い状態がある。例えば，肢体不自由児の場合，虫魚ができ

ず，応急処置が必要なことがあり，また誤飲や嚥下困難による窒息の危険性がある。

　精神遅滞や脳性まひに合率することの多いてんかん発作も救急性があるが，一人一人の

発作の型や発作時の対応のしかたを確認しておけばあわてなくてすむ。

　生命の危機に瀕することのある心臓病の管理には特に注意が払われている。

　3．予防接種

　けいれん発作がある場合，就学前に麻しんなどの予防接種をしていないことがあるが，

未接種者をどうするかは保護者の判断にまかせている。

　就学後，予防接種を実施する場合，通学生は普通学校と同じであるが，施設入所児や寄

宿舎生は希望の有無の確認と承諾書や問診票の記入を，保護者に郵送したり，子どもが帰

省した折にしてもらう。そのため問診票が予防接種当日のものでないことになる。また寄

宿舎生の検温は学校によっては予防接種の朝，担任教師が実施している等，予防接種実施

に伴う特殊な問題がある。

　けいれん発作がある場合，予防接種の適応か禁忌かは発作の頻度や予防接種の種類によ

り判断されている。

　清潔・不潔の観念がなく，砂遊び等を好む精神遅滞の児童・生徒には，破傷風の予防接

種を実施しておく必要があるのではないかという意見もある。

N．健康状態の把握はどのようになされているか

　1．健康観察と健康調査

　児童・生徒の健康状態を把握するために健康観察を行なう。健康観察はすべての児童・

生徒に対して行なうが，なかでも自己の心身の状態について訴えることが困難な精神遅滞

の児童・生徒の場合，その必要性が痛感される。健康観察は学校だけで実施するのではな

く，家庭あるいは寄宿舎での日常生活場面においても，常時実施していく必要がある。と

りわけ現在，服薬等の医療を受けている児童・生徒に対する健康観察は重要である。

　健康観察は通常毎朝実施するが，精神遅滞児で発熱していたり，化膿性の皮膚疾患に罹っ

ていても，プールに入っていたりすることがあり，適宜授業内容等に応じて，担任教師と

連絡を取り合い，健康観察を繰り返していく必要がある。

　障害が重度・重複化してくると，自分から訴えることもできず，自力で移動することも

困難となる。そこで養護教諭は保健室を出て，各教室に行き，児童・生徒の健康観察をし，

必要な処置をし，健康管理と保健指導を行なうことになる。

　児童・生徒の健康管理や保健指導に必要な情報を引き出すための健：康調査は，年ユ～2
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回定期的に実施されるものと，宿泊訓練等学校行事の前に適宜に実施されるものがある。

障害の特性から，健康調査は精神薄弱養護学校で特に積極的に実施され，利用されている。

　2．健康診断

　健康診断を実施するにあたって，心身に障害を持つ児童・生徒の場合，障害に基づく特

性のため，特別の配慮や工夫が必要である。

　精神遅滞の児童・生徒で，健康診断の意味が理解できず，低学年では必要な診察や検査

ができないことがある。そういう児童・生徒に対して，養護教諭は指示を通りやすくし，

恐怖心を起こさせないような工夫をしている。

　例えば，検査項目によっては，養護教諭よりも担任教師が実施した方が，正確な結果が

期待できると思えることがある。そういう時は担任教師に協力を求める。あるいはレント

ゲン撮影や心電図検査を恐がり検査ができないことがある。恐怖心の強い児童・生徒には，

他の児童・生徒が検査を受けている様子を見せ，納得させてから受診させる。またはレン

トゲン車やベットに人形を置き，壁に動物のシールを貼る等環境作りの工夫をしている。

　精神遅滞児では視力や聴力の検査も困難である。視力検査では幼児用のマッチング検査

を実施する。聴力検査では四一ジオ・メーターを使って，目の動きや表情の変化で聴力の

程度を読み取っている。それでも分かりにくい時は，ストップ・ウォッチや音の出るオモ

チャを使用して，聴力の有無やその程度の推定を行なう等それぞれの学校で様々な工夫を

している。

　肢体不自由児の場合，移動や衣服の着脱に介助を要する児童・生徒が多い。肢体不自由

に精神遅滞を伴うとさらに介助度を増し，教職員全員で実施することになる。実施時間に

ついても，入所中の施設との連絡・調整が必要である。検査も困難なことが多い。例えば，

検尿のための採尿が困難で，小児用の採尿コップを使用する。レントゲン撮影時，立位が

とれない者やアテトーゼ等のため静止が困難な者は仰臥位で撮影するが，この場合別途費

用が必要である。

　重度・重複の障害のため寝たきりの児童・生徒の場合，体重は教師が抱いて測定した後

教師の体重を引く，身長は寝かせたままでメジャーをあてて計る等，個々の児童・生徒の

障害の実態に合わせて工夫している。

　ろう学校では，聴覚障害に視力障害や視野狭窄等の視覚障害やその他の障害をあわせ持

つ児童・生徒が多い。これらの児童・生徒に視力検査等を実施する時，児童・生徒の心身

の状態が悪い時には，後日やり直しをしている。幼稚部の3歳児は健康診断を受けるのは

初めてのことである。そのため検診に対する恐怖心が強い。そこで養護教諭は，検診の前

に母親に検査について説明をし，幼児に対しても健康診断について理解させるために，数

日前から健康診断を取り入れたごっこ遊び等を行なっている。そして当日は，上級生が受

診しているのを見学させ，納得させてから実施し，無理をさせないように注意している。

その他の配慮として，健康診断の時は保護i者もできるだけ来校し，わが子の診断結果につ

いて，学校医から説明を受けるように進めている。

　訪問教育の児童・生徒をかかえる学校の養護教諭にとって，対象の児童・生徒に対し健

康診断をはじめ十分な健康管理ができないのが悩みである。
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V．保健指導はどのようになされているか

　1．保健指導と健康教育

　保健指導や健康教育の最終目標は，自己の健康について主体的に管理する能力を身につ

けるようにすることである。心身に障害を持つ児童・生徒の場合，障害の種類や状況に応

じて，機会をとらえ保健指導を積み重ねていかなければならない。養護教諭のみでは不可

能なことであり，保護者との連携が必要であり，担任教師の指導に負うところが大きい。

指導は集団指導よりも個別指導に重点が置かれる。

　保健指導や健康教育の内容としては，一般的な健康管理の他に，虫歯予防，肥満指導，

性指導等がある。一斉指導のための時間としては，全校集会，学部集会，行事前の事前学

習時間等に15～20分程度がとられている。

　ある精神薄弱養護学校では，歯の衛生学問に，教師が虫歯予防についての寸劇を行なっ

たが，その時できるだけ視覚に訴えるようにし，紙に大きく口を描く等の工夫をした。

　健康教育のテーマとして，養護教諭の関心が高いのは性教育である。すでに児童・生徒

や保護者に対する性教育に取り組んでいる学校がある。従来，年間計画で男女別に行なっ

ていた性教育を，障害の重度・重複化により，個別指導に切り替えた精神薄弱養護学校が

ある。別の精神薄弱養護i学校では，養護教諭の啓蒙的な活動により，全校的な関心が高ま

り，中学部では担任教師による授業の中で，性教育が実施されるようになつだ）18）。また

別の精神薄弱養護学校では，保護i者の希望により，保護者対象に性教育のビデオを視聴し

た後，性についての保健指導を行なっているところもある。

　健康教育の一環として，図，表，絵などを多用したポスター等の視覚教材の掲示や，養

護教諭が発行する「保健だより」がある。月1回発行する「保健だより」の内容に自負を

のぞかせている養護教諭もいる。

　保健指導や健康教育に関して，学校の障害の種別に応じて，様々な養護教諭の思いがあ

る。例えば，重度・重複障害児が多い養護学校の養護i教諭は，一人一人にあわせた保健指

導を充実させたいと思うが，毎日の保健管理に時間をとられ，保健指導のために必要な時

間がとれない悩みを訴えている。ろう学校の養護教諭は，聴覚障害児とのコミュニケーショ

ンの難しさを訴え，よりよいコミュニケーションのために手話や指文字の使用に熟達した

いと述べている。盲学校の養護教諭は，心身障害児が学んでいる学校現場に，障害児の医

療や保健の専門家が巡回し相談にのってくれる制度ができることを要望している。

　2．健康相談

　アンケートに回答のあった学校で委嘱されている学校医としては，内科（あるいは小児

科）　（回答のあった11陣中10校，以下同じ），耳鼻咽喉科（4校），眼科（2校），整形

外科（3校），精神科（4校），歯科（10校）の6診療科である。精神科医が学校医とし

て委嘱されているのは，4校とも精神薄弱養護学校である。

　精神科校医のいる精神薄弱養護学校4校のうち，月1回精神科医による健康相談が行な

われている学校が2校ある。残り2校のうち1校は学期に数回精神科医が来校し，主に行

動面で問題のある児童・生徒を観察し，指導・助言を行なっている。あとの1校は現在の

ところ，精神科医による特別の保健活動は実施されていない。
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　寄宿舎のある県立養護学校で実施されている健康相談は，学級担任，寮母，保護i者から

出される児童・生徒の情緒・行動上の問題や服薬についての疑問，あるいは身体上の問題

等について，児童精神科を専攻する校医が個別の相談に応じている。

　国立大学教育学部附属養護i学校でも月1回の健康相談を実施している5）。昭和53年より

筆者が精神科校医である。実施している健康相談は，学級別相談，個別相談，課題別相談

の三つの形態がある。主たる対象は保護者である。学級担任が同席し，学部主事が適宜同

席する。学級別相談は，新入生を迎えた学級別に小学部1・2年，中学部1年，高等部1

年と卒業を間近にした高等部3年の保護者を対象にしたものである。参加者7～10人全員

がわが子の心身の状態や生活・行動上の問題等について紹介しあった後，参加者の発言の

中からテーマを取り上げ，グループ・カウンセリングを行なっている。課題別相談として

は，けいれん，肥満，思春期と性の問題等がある。現在，性教育は保健指導としての枠を

越え，中学部を中心に学校全体の研究テーマとなっている。また保護者や担任教師，ある

いは養護教諭の要請で個別相談を実施している。個別相談時の主訴は，けいれん，夜尿，

情緒・行動上の問題が多い。健康相談の後，大学病院精神神経科外来で検査や治療，ある

いは療育相談を継続することがある。

　精神科以外の健康相談を定例的に実施している学校はない。その理由はほとんどの児童・

生徒はそれぞれに主治医を持っているためである。必要に応じて，健康診断時に保護者に

来校してもらい健康相談を実施している。

　3．医療と教育の連携

　アンケートでみるかぎり，学校保健活動において医療と教育の連携は一般的にはうまく

いっていると評価されている。学校医は学校保健活動に協力的で，医学的な立場からの説

明や指導・助言も必要に応じて実施しており，表面上格別の問題はなさそうにみえる。

　しかし，個別の事例では医学診断とそれに基づく医学管理に関して，教育の場から疑問

が投げかけられているものがある。心臓病等の病弱に対しては，医学診断と医学管理を最

優先させるため，医学診断の結果によって，教育内容の検討のしなおしが必要になる。医

師の守秘義務のため，医学診断の内容について，主治医から担任教師に直接伝達されるこ

とは通常はない。教師には保護者を通して伝えられる。そのため情報が正確に伝わらず，

直接指導にあたる教師に不安がうまれ，不満となることがある。医療との連携にあたって

養護i教諭の調整が必要不可欠となる。

　肢体不自由の児童・生徒に対する訓練のあり方について不安をおぼえている養護教諭が

お，り，医学的な判断と教育的な実践の実際について具体的に話し合うことの必要性が痛感

される。

　医療と教育の連携については，今後，組織や内容について検討していかなければならな

い課題が多い。通常，医療と教育の連携の要にあるのは養護教諭であるが，精神薄弱養護

学校の養護教諭ふたりが次のような提言を行なっている。

　その一つは，精神遅滞の児童・生徒の行動異常が，精神科医による健康相談により改善

されていくことから，障害児教育の場にもっと精神医学や心理学的な考えが導入されるこ

との必要性についての提言である。

　もう一つの提言は，医療の役割として従来のような合併症の治療のみではなく，すべて
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の児童・生徒に対し身体の発育や精神・運動面の発達とその障害について，定期的に医学

診断を行ない，その診断結果を児童・生徒の教育にいかし，効果的な指導ができるように

することである。

　共に障害児教育における今後の医療と教育の連携のあり方を示唆する貴重な提言である。

　4．保健室の整備

　心身に障害を持つ児童・生徒の保健管理や保健指導を行なう施設空間としての保健室を

どのように整備するか，養護教諭の関心は高い。

　第一に保健室は，学校の中心的な場所に位置し，開放的なものでありたいと考えられて

いる。児童・生徒のみならず，教職員も入りやすく，利用しやすい保健室にしたい。その

ため入口はいつも開放しておく等の配慮がなされている。しかし，担任教師は児童・生徒

が保健室にいると，普通学校の場合と同じく3），用もないのに何故保健室にいるのかと叱

責するのが一般的で，児童・生徒が保健室を利用したくなる理由について考えようとする

教師は少ない。

　次に共通して強調されていることは，危険防止に対する配慮の必要性である。危険物，

中でも医薬品の保管には細心の注意が払われている。障害の種類に応じて，危険性の内容

も異なるが，理解や判断に障害を持つ精神遅滞児の場合，危険性への配慮はより細心とな

る。

　すべての障害に共通して大事なことであるが，とりわけ肢体不自由児の場合，保健室の

位置や場所が問題になる。車椅子や松葉杖歩行等の障碍になる段差をなくす必要がある。

保健室には障碍となるような物を置かないようにし，車椅子等の操作がやりやすいように

中央部は広い空間がとられている。

　視覚障害や聴覚障害等の感覚障害の場合も，歩行の障碍になる物を置かないように配慮

されている。

　障害が重度・重複化すると，自ら来室できる児童・生徒はほとんどいなくなる。そこで

通常の保健室運営とは異なって，養護教諭が各教室に出向いていくことになる。そこでは

教室が保健室となる。健康観察をし，体調が悪い児童・生徒は保護者や入所中の施設に連

絡する。そのため保健室を利用することは少ないが，緊急の場合を想定し，寝具等の清潔

保持や危険物の管理等には十分な配慮を欠かさないようにしている。

V［．保健室に求めらる機能一寸・ろう・養護学校の場合一

　1．児童・生徒についての情報をどう引き出すか

　学校保健活動は，まず児童・生徒の実態を明確に把握することから出発する。得られた

情報に基づいて，保健管理と保健指導のための計画が立案され，実施される。

　盲・ろう・養護学校に在学している児童・生徒は，損傷としての障害（impairment）

と，その損傷による機能的制限である障害（disability）と，その障害の社会的結果であ

る障害＝ハンディキャップ（handicaps）を持っている26）勿。そのため，保健情報を引き

出すためには，障害の種類や状況，程度，特性に応じた特別の配慮が必要となる。

　健康診断は，元来は正常の確認のための検査であり，疾病の発見を目的にしたものでは
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ない。しかし，健康診断は正常の確認のほかに，疾病のリスクを発見し，その後の適正な

管理と疾病発生の予防の目的を合わせ持っている。

　心身に障害を持つ児童・生徒の場合，健康診断は単なる健康の審査にとどまらず，教育

診断としての意義が大きい14）。そのため，肢体の運動能力や視覚・聴覚などの感覚能力，

あるいは病弱の状態とそのための運動制限等についての正確で精密な診断結果が望まれる。

医学的には能力が欠損していると思われても，日常の細かい行動観察から残存能力の存在

が考えられることがある。心身に障害を持つ児童・生徒に対する健康診断が，医学的な検

査所見と教育的な情報を参考にしながら，必要な検査を繰り返し，観察を続け，発達の可

能性を探ぐる教育的診断として，今後位置づけられていく必要がある。

　損傷による機能的制限あるいは能力の低下を持つ児童・生徒について，正確な情報を引

き出すために様々な工夫が必要である。そのためには，養護教諭としての健康観察の能力

やコミュニケーション能力の向上，検査時の児童・生徒の恐怖心を軽減し，検査に協力で

きる環境作り，検査器具の使用法の工夫や開発等が必要である。心身に障害を持つ人々に

対する検査のやり方の研究や検査器具の考案は今後の課題である。

　2．児童・生徒にどう働きかけるか

　健康はすべての人にとって生活の基盤である。心身に障害を持つ児童・生徒の健康状態

と教育活動の関係をみてみる時，改めてそのことが実感される。

　心身に障害を持つ児童・生徒の発達を促進するためには，まずその児童・生徒の疾病の

治療が可能な限り十分に行なわれ，日常の健：康管理が行き届いている必要がある。その上

で，一人一人の障害の状況，発達段階，経験の程度等に合わせながら，長期的な観点から

の指導目標を立て，それを達成するために段階的な指導を重ねていく必要がある15）。

　盲・ろう・養護学校における保健活動は，医療的で保健管理的な側面も多いが，養護i教

諭はその専門性をいかし，学校全体の中心となって保健活動を推進し，実践している。養

護教諭の実践活動の主要な二つの構成要素として，対象から情報を引き出す活動と，情報

が教えた対象の具体的状況に即して対象に働きかける活動がある13）14）。

　心身に障害を持つ児童・生徒から情報を引き出すためには，様々な工夫や配慮が必要で

ある。そうして引き出された情報に基づきながら実施される保健活動には，大別すると，

医療や保健予防等保健管理的な側面と保健指導や健康教育など教育的な側面とがある。障

害を持つ児童・生徒の場合，保健管理的な側面が多いが，それらも含めて健康教育として

の体験学習と捉えていくことにより，教育としての意義が大きくなってくる。

　以下，アンケートをもとに，心身に障害を持つ児童・生徒の保健指導を，保健管理的な

側面の強い領域から，順を追って教育的側面の強い領域へとみていくことにする。そのこ

とを通して，盲・ろう・養護学校における保健活動の実態を分析し，心身に障害を持つ児

童・生徒に対し，学校保健活動を推進していくにあたって，必要な観点について考察して

いく。

　保健室経営で日常的に求められるのは休養や救急的な処置である。保健を訪れる児童・

生徒の問題は，心身症的な意味あいの強い不定な愁訴やちょっとした怪我等から，てんか

ん発作や骨折等まで，重症度や緊急度はそれぞれ異なっている。訴えを聞くだけですむ状

態，休養させる必要のある状態，心身症的な児童・生徒に対する心理的・環：境的な配慮の
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必要な状態，緊急に病院へ移送しなければならない状態など様々である。

　てんかん等慢性疾患のため，長期に服薬している児童・生徒，時には服薬に疑問を持つ

保護者に対して，養護教諭は服薬指導をしなければならない。服薬指導と合わせて，薬剤

の効果と副作用について情報の提供を要請される。特に行動異常に対する向精神薬による

薬物治療の場合，学校場面での行動評価は薬剤の効果判定に不可欠である10）。

　伝染病の予防のために予防接種を行なう。心身に障害を持つ児童・生徒の場合，てんか

ん等の合併のため，予防接種が禁忌となることがあったり，他方，清潔・不潔の観念に欠

ける精神遅滞児のため破傷風の予防接種の必要性が提言される等，普通学校とは異なる問

題をかかえている。予防接種は保健予防上の問題として，法に従って実施されているが，

児童・生徒にとっては感染症とその予防について学習し，主体的な健康管理について体験

する教育的な機会となる。

　さて，学校保健活動の中で教育的な側面が大きくなるのは，健康観察や健康診断によっ

て引き出された児童・生徒一人一人について，保健情報をもとに実践される保健指導や健

康教育である。

　心身に障害を持つ児童・生徒は損傷としての障害の上に，身体的な合併症や情緒・行動

上の異常を伴っていることが多い。例えば，身体的には心臓病やてんかん2）16）等である。

これらの病弱の児童・生徒に対して，治療的な立場と教育的な立場をどのようにかねあわ

せていくかという問題がある。全身状態の調整に十分注意を払いながら，適正な保護と訓

練について配分しなければならない。保護と訓練の適正な配分は，医学的診断と教育的立

場から十分に検討されなければならない1）劉。

　精神保健上の問題としては，臨床的には心身症的な表現や行動異常として表われてくる

ことが多い。これらの問題への対応として，精神薄弱養護学校2校で精神学校医による健

康相談が実施されていた。対象は保護者，担任教師，寮母等であったが，心身症や行動異

常に対しては，児童・生徒自身に対する指導や治療と並行して，家庭や学校における心理

的な環境の調整が大事である。行動異常は精神科医が学校医の立場で，スーパーバイズす

ることで改善していくことが多い。精神科校医による心身症的愁訴や行動異常に対する精

神健康相談の意義は大きい‘）。

　1989年7月，文部省は学校保健に関する機構改革を行なった。それは健康教育という観

点を重視したものである。つまり学校給食，学校保健，学校安全はいずれも児童・生徒の

健康にかかわる問題であるということから，それまでの学校保健課，学校給食課を統合し，

学校健康教育課としたことである。学校における健康教育にあたっては，それぞれの児童・

生徒が生涯にわたって健康の保持・増進を行なうための基盤を培うことに重点をおいてい

る。具体的には栄養・運動・休養と健康の問題，特に社会生活や疾病構造の変化に対応し，

心の健康，生活構造と健康ということを重視した内容である’2）。

　健康教育は学校教育のあらゆる分野で，教育活動の全体を通じて充実させる必要がある。

そのためには各教科，道徳，特別活動における指導と密接な関連を保つようにし，組織的，

計画的な指導を心がける必要がある。ところで，盲・ろう・養護学校の場合，健康教育は

各教科，道徳，特別活動との関連と共に，養護・訓練との関連が重視されている。

　心身に障害を持つ児童・生徒の指導にあたっては，カリキュラムと教材・教具について

の研究が必要である。教材と教具は，教育目標を効果的に伝達するために選ばれ，あるい
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は加工された，言語的または非言語的素材である17），といわれる。障害児の教育，なかで

も精神遅滞児の教育にあたって，視聴覚教材や機器の利用，教具の創意工夫や開発がもと

められる。

　健康教育は特定の設定された時間だけで行なわれるものではない。種々の機会に，様々

な体験を，健康教育としていかしていく感性と専門性が問われてくる。養護教諭は障害を

持つ児童・生徒に対し，救急的な処置や予防接種，あるいは健康診断等の体験も健康教育

のよい機会と捉え対応している。

　例えば，外傷のために保健室に来た児童・生徒に，養護教諭は受傷の状況を確かめ，受

傷の程度を判断し，治療や処置についての指針を立てる。その時養護教諭は児童・生徒に，

いつ，どこで，身体のどこを，どのようにしたのか，と問いかけ，確認をしていく。受傷

した児童・生徒はそのことを通して，自己の身体についての認識を高め，言語世界を拡大

していく体験となる。自己の身体についての認識は，健康についての自己認識の基本であ

り，他方，言語に対する意識や関心の高まりは，健康教育を実施していく場合の基盤とし

て不可欠である。

　健康教育の最終目標は，生涯において健康に生きる，主体者としての能力を身につける

事が中心的な課題である。つまり，自分の健康は自分で守る，という自覚と認識が健康教

育の出発点であり7），最終目標である。

　そのための健康教育の内容としては，心身に障害をもつ児童・生徒に対しても栄養・運

動・休養と健康の関係，心の健康，性教育等，通常学童期に指導する内容と変らない。

　養護教諭の間では，健康教育のテーマとして，性教育への関心が高い。特に精神遅滞の

児童・生徒に対する性教育の必要性がいわれるが，それは単に第二次性徴の問題に限るの

ではなく，心と身体の機能とその関連を知り，健康問題を考える基礎となる，と考えられ

ているためである。従来，性教育への努力と情報提供が，「危機（Crisis）」の状況の時，

つまり第二次性徴を迎えるという時期に集中的に与えられがちであった。ところが，よう

やく健康教育と性教育が発達の過程として捉えられるようになり，健康教育という広い枠

の中で系統的・継続的に指導することの必要性からの研究と実践が始められるようになっ
た6）11）。

　筆者は昨年，普通学校において，今後保健室に求められる機能として，それは主として

精神保健の立場からのものであったが，個別的な対応の充実の必要性を指摘した3）。障害

を持つ児童・生徒の場合，普通学校以上に個別の指導の必要性が要請される。障害が重度・

重複化してくると，集団での一斉指導では指導効果が期待できない。児童・生徒の障害の

状況，発達の段階，行動の特性，経験の程度等に合わせたカリキュラムによる個別の指導

が不可欠である。

　児童・生徒への指導を効果的にするためには，保護者との連携が必要である。保護者へ

の具体的な支持・援助のあり方として，精神薄弱養護学校で実施されていた精神科校医に

よる健康相談としての親カウンセリングは示唆的であり，広く実践されるようになること

を期待したい。親へのカウンセリングの目的は，親が子どもにとって最も建設的な方法で，

困難な状況を克服するのを援助することにある。それは，両親が子どもを理解するのを助

け，両親の能力を導き出す教育的過程でもある9）。

　学校保健活動を活性化し，活動を充実させ，教育効果を期待するためには，医療との連
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携のあり方が問われてくる。子どもの発達に関心を持つ小児神経科医や児童精神科医が増

え，教育現場に入り，医学診断と教育診断を統合した教育プログラムを作成し，指導実践

していけるようになりたい。

　従来，養護教諭が働きかける対象は，自分から保健室に来る児童・生徒であった。昨年

行なった児童・生徒の保健室利用の実態も，多様で，複雑な目的を持って保健室に来る児

童・生徒にどう働きかけるかが課題であった3）。

　ところが，盲・ろう・養護学校の場合，障害の重度化に伴い，養護i教諭は児童・生徒が

保健室に来るのを「待つ」のではなく鋤，保健室を出て，児童・生徒と教職員に働きかけ

ることになった。養護教諭が保健室を出て，自己の専門性と役割をいかして保健活動をす

るようになると，保健室の機能と実践活動のあり方に発想の転換をもたらすことになる。

　養護教諭が保健室を出て，積極的に保健活動を実践していくことにより，担任教師をは

じめ他の教職員との連携がより緊密になり，家庭との連携が強化され，医療との連携の内

容が充実し，地域保健活動としての生涯教育へと継続されていくことが期待される。

　また障碍の多い物理的な環境整備の問題も指摘されていたが，バリア・フリーの学校環

境19），ひいては社会全体のバリア・フリーを実現し，健康で安全な生活が保障されるよう

な，環境の改変のための努力が必要である。

皿．むすび

　健康というものは，それを一つの型に入れることはできない20＞。

　人はそれぞれ一人一人の健康を持っており，それぞれの健康を保持・増進するために努

力している。健康の保持・増進は一朝一夕，短時日でできるものではない。近視眼的な，

短い期間での効果は期待できない。長期的な観点にたって考えていかなければならない。

　健康はすべての人にとって生活の基盤である。しかし，通常人々は自分の健康について

考えることなく生活している。

　心身に障害を持つ人々にとって，健康の保持・増進はとりわけ大事なことである。しか

し，損傷としての障害，損傷による機能的制限としての障害，障害のための社会的不利益

を持つ人々珊）にとっては，様々な制限や困難を伴うことが多い。

　健康づくりと健康教育は，生涯教育として取り組まれているが，その基礎は学童期にみ

につけておかなければならない。さらに遡って，健康生活の基盤は出生と同時に始まって

いるのである。

　人はだれでも，できるだけ長生きし，健康で，幸福でありたいと願う。人々が共通して

いだくこの目標を実現するためには，行政，専門職，個人の問で責任を分担しなければな

らない劉。

　しかしながら，いずれにしろ，「自分の健康は自分で守る」という自覚と認識が，健康

な生活を送るための出発点であり21），最終目標である。この主体的な健康管理能力を，心身

に障害を持つ人々がどのようにみにつけていくかが，学童期の学校保健活動の中心的課題

である。

示唆に富む貴重なご意見をおきかせ下さった養護教諭の先生方に感謝します。
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